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(57)【要約】
【課題】装置内の温度がＡＥＤの温度補償範囲から外れ
ることを未然に防止することができる上に、電力の供給
を不要とすることが可能で、設置場所の自由度を高め、
従来よりもコストの低減を図ることができるＡＥＤ収容
装置およびこれを用いたＡＥＤ収容装置管理システムを
提供する。
【解決手段】ＡＥＤ収容装置１０は、少なくともＡＥＤ
を収容可能な収容部１２ａを有する本体１２と、本体１
２の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱
板１６，１８，２２と、を有し、本体１２は、ＡＥＤを
密閉状態で収容する断熱材１２ｃ，１２ｄを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともＡＥＤを収容可能な収容部を有する本体と、
　前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板と、
を有するＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体は、前記ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記ＡＥＤ収容装置は、電力が不要な装置である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体は、前記収容部に対して開閉自在な扉部を有し、
　前記断熱材は、前記扉部を閉じた場合に前記密閉状態となる、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記収容部内を外部から視認可能であって断熱性を有する窓部を備え、
　前記断熱材の一部が、前記窓部で構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　地中熱を利用して前記収容部を保温する保温手段を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記保温手段は、少なくとも一部が地中に埋設される筒状部材と、前記筒状部材に充填
される不凍液と、一端が前記不凍液に浸され他端が前記本体内に配置されるヒートパイプ
と、を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体と前記遮熱板とを固定する接続部を備え、
　前記接続部は、非金属製である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記収容部内の温度を検出可能な検出手段と、
　前記検出手段が検出した温度を外部に向けて送信可能な送信手段と、を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のＡＥＤ収容装置と、
　前記ＡＥＤ収容装置と相互に通信可能なサーバと、を備え、
　前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置から送信された前記収容部内の温度を受信可能であ
るとともに、該収容部内の温度を外部に向けて送信可能に構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のＡＥＤ収容装置管理システムであって、
　前記サーバは、前記収容部内の温度が或る温度範囲外になったか否かを判定し、或る温
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度範囲外になった場合にアラートを外部に向けて送信可能に構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システム。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載のＡＥＤ収容装置管理システムであって、
　前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置が設置されている地域の気象情報を取得可能である
とともに、該気象情報と前記収容部内の温度とに基づいて該収容部内の温度が或る温度範
囲外になるか否かを予測し、該予測の結果を外部に向けて送信可能に構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator：以下、「ＡＥＤ
」と称する。）を収納可能なＡＥＤ収納装置に関し、特に、屋外に設置される屋外型のＡ
ＥＤ収容装置、およびこれを用いたＡＥＤ収容装置管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、急病等に備えてＡＥＤを収容・保管することが可能なＡＥＤ収容装置が広く知ら
れている。近年では、屋内だけでなく屋外での設置も望まれており、屋外型のＡＥＤ収容
装置も多く提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の屋外型ＡＥＤ収納ボックス装置は、本体と外側パネルとの
間に設けた空気対流層と、空気を本体の内部へ吸気して空気対流層へ排気する吸排気手段
と、ＡＥＤへ外気を直接吹き付ける送風手段と、を有することで、ＡＥＤを収納するボッ
クス内部の温度が過度に上昇することを防止するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の屋外型ＡＥＤ収納ボックス装置では、装置内の温度をＡＥＤの温
度補償範囲内に保つためにファンやヒーター等が必要であることに加えて、これらを作動
させるための電源が必要なため、ランニングコストがかかる上に、設置場所の自由度が低
く、屋外に設置可能であるにもかかわらず設置場所が限られてしまうといった問題点があ
った。
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題点を解消するためになされたものであって、装置内の
温度がＡＥＤの温度補償範囲から外れることを未然に防止することができる上に、電力の
供給を不要とすることが可能で、設置場所の自由度を高め、従来よりもコストの低減を図
ることができるＡＥＤ収容装置およびこれを用いたＡＥＤ収容装置管理システムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るＡＥＤ収容装置は、少なくともＡＥＤを収容可能な収容部を有する本体と
、前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板と、を有するＡＥＤ収
容装置であって、前記本体は、前記ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材を備える、ことを
特徴とするＡＥＤ収容装置である。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明に係るＡＥＤ収容装置およびこれを用いたＡＥＤ収容装置管理システムによれば
、装置内の温度がＡＥＤの温度補償範囲から外れることを未然に防止することができる上
に、電力の供給を不要とすることが可能で、設置場所の自由度を高め、従来よりもコスト
の低減を図ることができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１に係るＡＥＤ収容装置の外観斜視図である。
【図２】本体の扉部を開放した状態のＡＥＤ収容装置を示した図である。
【図３】実施形態１に係るＡＥＤ収容装置の正面図である。
【図４】実施形態１に係るＡＥＤ収容装置の右側面図である。
【図５】図１に示すＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図６】実施形態２に係るＡＥＤ収容装置の外観斜視図である。
【図７】実施形態２に係るＡＥＤ収容装置の正面図である。
【図８】実施形態２に係るＡＥＤ収容装置の右側面図である。
【図９】実施形態３に係るＡＥＤ収容装置を備えたＡＥＤ収容装置管理システムの構成例
を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を用いて、本発明の実施の形態に係るＡＥＤ収容装置について詳細に説明す
る。
【００１１】
＜＜実施形態１＞＞
　最初に、図１～図５を用いて、実施形態１に係るＡＥＤ収容装置１０について説明する
。このＡＥＤ収容装置１０は、屋外（例えば、建物の外壁等）にボルト等を用いて設置す
る壁掛けタイプのＡＥＤ収容装置である。
【００１２】
　＜全体構成＞
　図１は、実施形態１に係るＡＥＤ収容装置１０の外観斜視図であり、図２は、本体１２
の扉部１２ｂを開放した状態のＡＥＤ収容装置１０を示した図である。また、図３，図４
は、それぞれ、ＡＥＤ収容装置１０の正面図、右側面図であり、図５は、図１に示すＡ－
Ａ線に沿う断面図である。
【００１３】
　本実施形態に係るＡＥＤ収容装置１０は、ＡＥＤが収容される六面体の本体１２と、こ
の本体１２の正面（後述する扉部１２ｂ）に、接続部１４を介して設置される正面遮熱板
１６と、本体１２の収容部１２ａの上面１２ａ１，右側面１２ａ２，および左側面１２ａ
３に、接続部１４を介して設置される上面遮熱板１８，右側面遮熱板２０，および左側面
遮熱板２２と、を有して構成される。
【００１４】
　なお、本例では、本体１２の外面（６面）のうちの４面に遮熱板を設置しているが、本
発明はこれに限定されず、例えば、４面に加えて、収容部１２ａの背面１２ａ４および下
面１２ａ５の一方または両方に遮熱板を設置してもよいし、遮熱板を設置する面は４面未
満であってもよい。すなわち、遮熱板の枚数は１枚であってもよいし、複数枚であっても
よい。
【００１５】
　＜本体＞
　次に、本体１２について説明する。図２に示すように、本体１２は、箱状の収容部１２
ａと、この収容部１２ａに対して開閉自在な板状の扉部１２ｂと、収容部１２ａの内側空
間内に配置された箱状の収容部断熱材１２ｃと、扉部１２ｂの背面に配置された板状の扉
部断熱材１２ｄと、を有して構成される。
【００１６】
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　＜本体／収容部＞
　収容部１２ａは、上面１２ａ１，下面１２ａ５，右側面１２ａ２，左側面１２ａ３，お
よび背面１２ａ４の５面からなる５面体の部材であり、その内側空間には、ＡＥＤ装置（
図示省略）を少なくとも収容可能である。
【００１７】
　＜本体／扉部＞
　扉部１２ｂは、収容部１２ａの正面開口部に、ヒンジ２４を介して開閉自在に設置され
、扉部１２ｂの上方には、収容部１２ａの内部を外部から視認可能とするための矩形状の
遮熱断熱窓１２ｂ１が設けられている。
【００１８】
　本例の遮熱断熱窓１２ｂ１は、断熱性を有する透明（または、半透明）のアクリル製の
部材（断熱材）からなる。なお、遮熱断熱窓１２ｂ１の材質は特に限定されず、例えば、
ガラス製であってもよいし、アクリル板やガラス板に遮熱断熱フィルム（または遮光遮熱
フィルム）を貼付したものでもよい。すなわち、収容部１２ａの内部を外部から視認可能
なものであればよい。
【００１９】
　＜本体／収容部断熱材，扉部断熱材＞
　収容部断熱材１２ｃおよび扉部断熱材１２ｄは、数センチ程度の厚みを有する断熱材か
らなり、ＡＥＤを密閉状態で収容するための部材である。本発明に係る「断熱材」の材質
は特に限定されないが、例えば、グラスウール，ロックウール等の繊維系無機質素材や、
セルロースファイバ等の木質繊維系素材や、ポリスチレン，ポリエチレン，ポリプロピレ
ン，ウレタン等の発泡プラスチック系素材や、フェノール樹脂等を適用することができる
。
【００２０】
　収容部断熱材１２ｃは、収容部１２ａの上面１２ａ１，下面１２ａ５，右側面１２ａ２
，左側面１２ａ３，および背面１２ａ４の各々の内壁に密着して配置される五面体の部材
であり、本体１２の扉部１２ｂに対向する側は、正面開口部１２ｃ１とされている。収容
部断熱材１２ｃの内側空間には、ＡＥＤ装置（図示省略）を少なくとも収容可能である。
なお、収容部断熱材１２ｃの収容部１２ａへの設置方法は特に限定されず、接着剤等を用
いて収容部１２ａの内壁に接着（固定）してもよいし、接着（固定）することなく内壁に
嵌め込んで着脱可能としてもよい。また、収容部１２ａの容積の半分程度の容積であって
もよいし、多面体ではなく、円形状や楕円形状等の他の形状であってもよい。
【００２１】
　扉部断熱材１２ｄは、扉部１２ｂの背面に密着した状態で配置され、扉部１２ｂにおけ
る遮熱断熱窓１２ｂ１に対応する箇所には、遮熱断熱窓１２ｂ１とほぼ同形状の開口部１
２ｄ１が形成されている。なお、扉部断熱材１２ｄの扉部１２ｂへの設置方法は特に限定
されず、接着剤等を用いて扉部１２ｂの背面に接着（固定）してもよいし、接着（固定）
することなく扉部１２ｂに形成した凸部等に嵌め込んで着脱可能にしてもよい。
【００２２】
　本体１２の扉部１２ｂを閉鎖した状態では（扉部１２ｂの閉扉時には）、箱状の収容部
断熱材１２ｃの正面開口部１２ｃ１が板状の扉部断熱材１２ｄによって完全に塞がれた状
態となり、収容部断熱材１２ｃ，扉部断熱材１２ｄ，および遮熱断熱窓１２ｂ１によって
形成される空間（以下、「ＡＥＤ収容空間」と称する場合がある。）は密閉状態となる。
このため、扉部１２ｂの閉扉時は、ＡＥＤ収容空間の気密性が確保され、ＡＥＤ収容空間
の断熱性を高めることができ、ＡＥＤ収容空間における急激な温度低下や温度上昇を抑え
ることができる。
【００２３】
　＜遮熱板＞
　次に、正面遮熱板１６，上面遮熱板１８，右側面遮熱板２０，および左側面遮熱板２２
（本明細書においては、「遮熱板」と総称する場合がある。）について説明する。
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【００２４】
　本例の遮熱板は、スチール製の板状の部材からなり、本体１２の外側に空隙（空気対流
層）を空けて配置される部材である。なお、本発明に係る「遮熱板」の材質は特に限定さ
れず、例えば、ステンレスやアルミ等の金属や、樹脂や、木材等を適用してもよい。
【００２５】
　＜遮熱板／正面遮熱板＞
　正面遮熱板１６は、本体１２の扉部１２ｂとほぼ同じ大きさの板状の部材である。図２
や図４に示すように、この正面遮熱板１６は、本体１２の扉部１２ｂに対して、数センチ
程度の長さの接続部１４を介して、ほぼ平行に設置される。これにより、ＡＥＤ収容装置
１０の正面側（図４における左側）は、正面遮熱板１６と扉部１２ｂによる二重構造にな
るとともに、これらの間には、数センチの空隙（空気が対流する空気対流層）が形成され
る。
【００２６】
　また、正面遮熱板１６における遮熱断熱窓１２ｂ１に対応する箇所には、遮熱断熱窓１
２ｂ１とほぼ同形状の貫通孔が形成されており、この貫通孔の背面側を覆うように、貫通
孔よりも大きな板状の遮熱断熱窓１６ａがネジ止めされている。この遮熱断熱窓１６ａは
、断熱性を有する透明（または、半透明）のアクリル製の部材（断熱材）からなる。これ
により、正面遮熱板１６の遮熱断熱窓１６ａと、本体１２の遮熱断熱窓１２ｂ１を通して
、収容部１２ａの内部を外部から視認することが可能である。
【００２７】
　なお、遮熱断熱窓１６ａの材質は特に限定されず、例えば、ガラス製であってもよいし
、アクリル板やガラス板に遮熱断熱フィルム（または遮光遮熱フィルム）を貼付したもの
でもよい。また、遮熱断熱窓１６ａは、正面遮熱板１６の貫通孔の正面側を覆うものであ
ってもよい。
【００２８】
　＜遮熱板／上面遮熱板＞
　上面遮熱板１８は、本体１２の上面１２ａ１よりもやや大きい板状の部材である。図２
や図３に示すように、この上面遮熱板１８は、本体１２の上面１２ａ１に対して、数セン
チ程度の長さの接続部１４を介して、ほぼ平行に設置される。これにより、ＡＥＤ収容装
置１０の正面視上側は、上面遮熱板１８と上面１２ａ１による二重構造になるとともに、
これらの間には、数センチの空隙（空気が対流する空気対流層）が形成される。
【００２９】
　＜遮熱板／右側面遮熱板＞
　右側面遮熱板２０は、本体１２の右側面１２ａ２よりもやや大きい板状の部材である。
図２や図３に示すように、この右側面遮熱板２０は、本体１２の右側面１２ａ２に対して
、数センチ程度の長さの接続部１４を介して、ほぼ平行に設置され、上縁は、上面遮熱板
１８に固定される。これにより、ＡＥＤ収容装置１０の正面視右側は、右側面遮熱板２０
と右側面１２ａ２による二重構造になるとともに、これらの間には、数センチの空隙（空
気が対流する空気対流層）が形成される。
【００３０】
　＜遮熱板／左側面遮熱板＞
　左側面遮熱板２２は、本体１２の左側面１２ａ３よりもやや大きい板状の部材である。
図２や図３に示すように、この左側面遮熱板２２は、本体１２の左側面１２ａ３に対して
、数センチ程度の長さの接続部１４を介して、ほぼ平行に設置され、上縁は、上面遮熱板
１８に固定される。これにより、ＡＥＤ収容装置１０の正面視左側は、左側面遮熱板２２
と左側面１２ａ３による二重構造になるとともに、これらの間には、数センチの空隙（空
気が対流する空気対流層）が形成される。
【００３１】
　＜遮熱板／接続部＞
　接続部１４は、本体１２と遮熱板とを接続する部材であり、熱橋（ヒートブリッジ）と
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しても機能する部材である。接続部１４の数や配置場所は特に限定されないが、本例では
、正面遮熱板１６と扉部１２ｂを、各々の四隅（右上、左上、右下、左下の計４箇所）で
固定し、上面遮熱板１８と上面１２ａ１を、各々の四隅（右上、左上、右下、左下の計４
箇所）で接続している。また、右側面遮熱板２０と右側面１２ａ２を、各々の下縁近傍（
下縁の右側と左側の計２箇所）で固定し、左側面遮熱板２２と左側面１２ａ３を、各々の
下縁近傍（下縁の右側と左側の計２箇所）で固定している。
【００３２】
　また、本発明に係る「接続部」の材質も特に限定されないが、樹脂製や木製（非金属製
）の部材を採用すれば、遮熱板から本体１２に伝達される熱（外気や日光による熱）の熱
量を低減することができるとともに、熱の伝達速度を遅らせることができ、外気の温度変
化に比べて、本体１２内の温度変化を少なくすることができ、外気が急激に上昇した場合
であっても、本体１２内の温度がＡＥＤの温度補償範囲を上回る高温になることを回避す
ることができ、ＡＥＤ収容装置１０内の温度がＡＥＤの温度補償範囲外になることを未然
に防止することができる。
【００３３】
＜＜実施形態２＞＞
　次に、図６～図８を用いて、実施形態２に係るＡＥＤ収容装置５０について説明する。
このＡＥＤ収容装置５０は、屋外（例えば、建物の周辺等）に立設する自立タイプのＡＥ
Ｄ収容装置である。
【００３４】
　＜全体構成＞
　図６は、実施形態２に係るＡＥＤ収容装置５０の外観斜視図であり、図７，図８は、そ
れぞれ、ＡＥＤ収容装置５０の正面図、右側面図である。
【００３５】
　本実施形態に係るＡＥＤ収容装置５０は、ＡＥＤが収容される本体５２と、この本体５
２の扉部（正面）５２ｂに、接続部５４を介して設置される正面遮熱板５６と、本体５２
の収容部５２ａの上面５２ａ１，右側面５２ａ２，左側面５２ａ３，および背面５２ａ４
に、接続部５４を介して設置される上面遮熱板５８，右側面遮熱板６０，左側面遮熱板６
２，および背面遮熱板６３と、本体５２や各遮熱板を支持する四角筒形状のスタンド６４
と、を有して構成される。なお、背面遮熱板６３とスタンド６４以外は、上記実施形態１
に係るＡＥＤ収容装置１０と同じ構造であるため、その説明は省略する。
【００３６】
　＜遮熱板／背面遮熱板＞
　図８に示すように、背面遮熱板６３は、本体５２の背面５２ａ４とほぼ同じ大きさの板
状の部材である。この背面遮熱板６３は、本体５２の背面５２ａ４に対して、数センチ程
度の長さの接続部５４を介して、ほぼ平行に設置される。これにより、ＡＥＤ収容装置５
０の背面側は、背面遮熱板６３と背面５２ａ４による二重構造になるとともに、これらの
間には、数センチの空隙（空気が対流する空気対流層）が形成される。
【００３７】
　＜スタンド＞
　スタンド６４は、スチール製の板状の部材からなり、本体５２や各遮熱板を支持するた
めの部材である。なお、スタンド６４の材質や形状は特に限定されず、例えば、ステンレ
スやアルミ等の金属を適用してもよいし、円筒形状や三脚等であってもよい。また、後述
する保温装置１６０（図９参照）を内蔵可能なものであってもよい。すなわち、スタンド
は、本体や各遮熱板を所定の高さに維持できるものであればよい。
【００３８】
＜＜実施形態３＞＞
　次に、図９を用いて、実施形態３に係るＡＥＤ収容装置１００の温度管理を行うＡＥＤ
収容装置管理システム２００について説明する。
【００３９】
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　＜全体構成＞
　図９は、実施形態３に係るＡＥＤ収容装置１００を備えたＡＥＤ収容装置管理システム
２００の構成例を示したブロック図である。
【００４０】
　本実施形態に係るＡＥＤ収容装置管理システム２００は、自立タイプのＡＥＤ収容装置
１００と、このＡＥＤ収容装置１００内に配置された監視装置１４０からの情報を受信す
る専用サーバ１５０等を有して構成される。
【００４１】
　＜ＡＥＤ収容装置＞
　ＡＥＤ収容装置１００は、屋外（建物の周辺等）に立設する自立タイプのＡＥＤ収容装
置である点は、上記実施形態２に係るＡＥＤ収容装置５０と同じであるが、地中熱を利用
した保温機能を備える点が異なっている。
【００４２】
　具体的には、ＡＥＤ収容装置１００は、上記実施形態２に係るＡＥＤ収容装置５０と同
じ本体５２と遮熱板に加えて、ＡＥＤ収容装置１００の本体内の温度を監視する監視装置
１４０と、地中熱の一部を本体内に伝達することで本体内の保温を行う保温装置１６０と
、を有して構成される。なお、監視装置１４０と保温装置１６０以外は、上記実施形態２
に係るＡＥＤ収容装置５０と同じ構造であるため、その説明は省略する。
【００４３】
　＜ＡＥＤ収容装置／監視装置＞
　監視装置１４０は、装置全体の制御を行う制御手段（本例では、マイクロコンピュータ
）と、ＡＥＤ収容装置１００のＡＥＤ収容空間の温度を検出可能な第一の検出手段（本例
では、温度センサ）と、各種情報を送信可能な送信手段（本例では、携帯電話回線）と、
各手段に電力を供給する電力供給手段（本例では、バッテリー）と、電力供給手段から供
給される電力量（本例では、バッテリー残量）を検出可能な第二の検出手段（本例では、
電力量センサ）等を有して構成される。
【００４４】
　制御手段は、第一の検出手段が検出したＡＥＤ収容空間の温度と、第二の検出手段が検
出した電力量を検出するとともに、タイマを用いて時間を計時し、所定時間が経過する毎
に、第一、第二の検出手段が検出した温度と電力量を、専用サーバ１５０に向けて送信手
段から送信する。
【００４５】
　このような監視装置１４０を備えれば、装置とは離れた遠隔地等において装置内の温度
を把握することが可能となり、装置のメンテナンスの要否や不具合の発生等を、事前かつ
迅速に把握することができ、利便性を高めることができる。なお、監視装置の構成は、本
例に限定されず、少なくともＡＥＤ収容空間の温度を外部に向けて送信可能な装置であれ
ばよい。したがって、例えば、第二の検出手段を備えなくてもよいし、送信手段はＷｉＦ
ｉ等の他の通信手段を用いるものであってもよい。
【００４６】
　＜ＡＥＤ収容装置／保温装置＞
　保温装置１６０は、少なくとも一部が地中に埋設される筒状部材（本例では、円筒形状
の塩ビ管）と、この筒状部材に充填される不凍液と、一端が不凍液に浸され他端がＡＥＤ
収容空間内に配置されるヒートパイプと、を有して構成される。
【００４７】
　地中熱は、筒状部材を介して筒状部材内に充填された不凍液に伝達される。不凍液は地
中と地表の温度差によって筒状部材内を自然対流するため、地中熱によって温められた不
凍液は、地中から地表に向かって上昇する。筒状部材の上方に設けられたヒートパイプの
一端は不凍液に浸されており、他端はＡＥＤ収容空間内に配置されているため、地中熱は
、ヒートパイプを介してＡＥＤ収容空間に伝達される。これにより、ＡＥＤ収容空間内は
地中熱によって温められる。
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【００４８】
　このような保温装置１６０を備えれば、簡易な構造で装置内の温度制御を行うことがで
き、従来の装置よりも低コスト化を実現することができる。なお、保温装置の構成は、本
例に限定されず、地中熱の少なくとも一部をＡＥＤ収容空間に伝達可能な装置であればよ
い。したがって、例えば、筒状部材，不凍液，およびヒートパイプ以外の手段を用いるも
のであってもよい。
【００４９】
　＜専用サーバ＞
　専用サーバ１５０は、従来公知のサーバやパソコンを適用することができ、本例では、
温度監視プログラムと自己学習プログラムを有して構成される。
【００５０】
　＜専用サーバ／温度監視プログラム＞
　専用サーバ１５０の温度監視プログラムは、ＡＥＤ収容装置１００の監視装置１４０か
ら受信した温度や電力量を記憶手段（例えば、ＨＤＤ）に記憶する処理や、受信した温度
や電力量を、インターネットを介して接続された外部機器（例えば、パソコン，スマート
フォン，スマートウォッチ等）に向けてメール等によって送信する処理や、自己学習プロ
グラムが低高温リスク有りを検知した場合に、低高温リスク警報を、外部機器に向けてメ
ール等によって送信する処理や、ＡＥＤ収容装置１００の監視装置１４０から受信した温
度が所定の高温閾値を上回った場合（または、所定の低温閾値を下回った場合）に低高温
アラートを、外部機器に向けてメール等によって送信する処理等を行う。
【００５１】
　＜専用サーバ／自己学習プログラム＞
　専用サーバ１５０の自己学習プログラムは、インターネットを介して接続された気象デ
ータベースから、ＡＥＤ収容装置１００が設置されている地域の気象情報（現在の気温や
気候、過去の気温の履歴等の情報）を取得する処理や、取得した気象情報とＡＥＤ収容装
置１００の監視装置１４０から受信した温度等の情報に基づいて、低高温リスク（ＡＥＤ
収容空間１００内の温度が、所定の高温閾値を上回る可能性や所定の低温閾値を下回る可
能性）の有無を検知（予測）する処理等を行う。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態に係るＡＥＤ収容装置（例えば、図１等に示すＡＥＤ
収容装置１０、図６等に示すＡＥＤ収容装置５０）は、少なくともＡＥＤを収容可能な収
容部（例えば、図２に示す収容部１２ａ）を有する本体（例えば、図２に示す本体１２）
と、前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板（例えば、図１や図
２に示す正面遮熱板１６，上面遮熱板１８，右側面遮熱板２０，左側面遮熱板２２）と、
を有するＡＥＤ収容装置であって、前記収容部は、前記ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱
材（例えば、図２に示す収容部断熱材１２ｃ，扉部断熱材１２ｄ，遮熱断熱窓１２ｂ１）
を備える、ことを特徴とするＡＥＤ収容装置である。
【００５３】
　本実施形態に係るＡＥＤ収容装置によれば、本体と遮熱板の二重構造にすることで、遮
熱板から本体に伝達される熱（外気や日光による熱）の熱量を低減することができるとと
もに、熱の伝達速度を遅らせることができる。また、本体と遮熱板の間に形成される空隙
（空気層）によって、熱気の自然対流を促すことができ、急激な温度上昇を抑えることが
できる上に、断熱材によってＡＥＤを密閉状態で収容することで、急激な温度低下や温度
上昇を抑えることができる。
【００５４】
　このため、外気の温度変化に比べて、本体内の温度変化を少なくすることができ、外気
が急激に変化した場合であっても、本体内の温度がＡＥＤの温度補償範囲を上回る高温に
なったり、ＡＥＤの温度補償範囲を下回る低温になったりすることを回避することができ
、装置内の温度がＡＥＤの温度補償範囲から外れることを未然に防止することができる。
また、電力を必要としない遮熱板と断熱材によって装置内の温度制御を行うことができる
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ため、電力の供給を不要とすることが可能で、設置場所の自由度を高め、従来よりもコス
トの低減を図ることができる。
【００５５】
　なお、前記ＡＥＤ収容装置は、電力が不要な装置であってもよい。このような構成とす
れば、設置場所の自由度を高め、従来よりもコストの低減を図ることができる。
【００５６】
　また、前記本体は、前記収容部に対して開閉自在な扉部（例えば、図２に示す扉部１２
ｂ）を有し、前記断熱材は、前記扉部を閉じた場合に前記密閉状態となるものであっても
よい。このような構成とすれば、ＡＥＤを収容部に収容して扉部を閉めることで、確実に
ＡＥＤを密閉状態にすることができ、装置内の温度がＡＥＤの温度補償範囲外になること
を確実に防止することができる。
【００５７】
　また、地中熱を利用して前記収容部を保温する保温手段（例えば、図９に示す保温装置
１６０）を備えてもよい。このような構成とすれば、自然エネルギーである地中熱によっ
て装置内の温度制御を行うことができるため、電力の供給を不要とすることが可能で、設
置場所の自由度を高め、従来の装置よりも省エネルギー化を図ることができる。
【００５８】
　また、前記保温手段は、少なくとも一部が地中に埋設される筒状部材と、前記筒状部材
に充填される不凍液と、一端が前記不凍液に浸され他端が前記本体内に配置されるヒート
パイプと、を備えてもよい。このような構成とすれば、簡易な構造で装置内の温度制御を
行うことができ、従来の装置よりも低コスト化を実現することができる。
【００５９】
　また、前記本体と前記遮熱板とを固定する接続部（例えば、図１や図２に示す接続部１
４）を備え、前記接続部は、非金属製であってもよい。このような構成とすれば、遮熱板
から本体に伝達される熱（外気や日光による熱）の熱量を低減することができるとともに
、熱の伝達速度を遅らせることができ、外気の温度変化に比べて、本体内の温度変化を少
なくすることができ、外気が急激に上昇した場合であっても、本体内の温度がＡＥＤの温
度補償範囲を上回る高温になることを回避することができ、装置内の温度がＡＥＤの温度
補償範囲外になることを未然に防止することができる。
【００６０】
　また、前記収容部内を外部から視認可能であって断熱性を有する窓部（例えば、図２に
示す遮熱断熱窓１２ｂ１）を備え、前記断熱材の一部が、前記窓部で構成されていてもよ
い。このような構成とすれば、窓部を通してＡＥＤの状態を外部から把握することができ
、装置の利用者の利便性を高めることが可能でありながら、同時に、窓部が断熱性を有す
ることから、ＡＥＤの急激な温度低下や温度上昇を抑えることができる。
【００６１】
　また、前記収容部内の温度を検出可能な検出手段（例えば、温度センサ）と、前記検出
手段が検出した温度を外部に向けて送信可能な送信手段（例えば、ＷｉＦｉや携帯電話回
線）と、を備えるものであってもよい。このような構成とすれば、装置とは離れた遠隔地
等において装置内の温度を把握することが可能となり、装置のメンテナンスの要否や不具
合の発生等を、事前かつ迅速に把握することができ、利便性を高めることができる。
【００６２】
　また、本実施形態に係るＡＥＤ収容装置管理システム（例えば、図９に示すＡＥＤ収容
装置管理システム２００）は、このようなＡＥＤ収容装置（例えば、図９に示すＡＥＤ収
容装置１００）と、前記ＡＥＤ収容装置と相互に通信可能なサーバ（例えば、図９に示す
専用サーバ１５０）と、を備え、前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置から送信された前記
収容部内の温度を受信可能であるとともに、該収容部内の温度を外部に向けて送信可能に
構成されている、ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システムである。
【００６３】
　本実施形態に係るＡＥＤ収容装置管理システムによれば、装置とは離れた遠隔地等にお
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いて装置内の温度を把握することが可能となり、装置のメンテナンスの要否や不具合の発
生等を、事前かつ迅速に把握することができ、利便性を高めることができる。
【００６４】
　また、前記サーバは、前記収容部内の温度が或る温度範囲外になったか否かを判定し、
或る温度範囲外になった場合にアラートを外部に向けて送信可能に構成されていてもよい
。このような構成とすれば、収容部内の温度上昇や温度低下に対して迅速に適切な対応を
行うことができる。
【００６５】
　また、前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置が設置されている地域の気象情報を取得可能
であるとともに、該気象情報と前記収容部内の温度に基づいて該収容部内の温度が或る温
度範囲外になるか否かを予測し、該予測の結果を外部に向けて送信可能に構成されていて
もよい。このような構成とすれば、収容部内の温度上昇や温度低下に対して事前に対策を
行うことができ、装置の不具合等の発生を未然に防止することができる。
【００６６】
　なお、本発明に係るＡＥＤ収容装置の構成は、上記実施形態１～３に係るＡＥＤ収容装
置の構成に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更
を加え得ることは勿論である。したがって、例えば、ＡＥＤ収容装置は、電力が不要な装
置や、地中熱を利用した装置に限定されずファン，ヒーター，電源等を予備的に備えたも
のであってもよい。
【００６７】
　また、図５に示すように、本体１２の或る場所（本例では、収容部１２ａ内の正面視左
下）にアラーム３２を設置してもよい。本例のアラーム３２は、扉部１２ｂの開閉を検知
可能な扉センサ（例えば、磁気センサ）と、この扉センサが扉部１２ｂの開放を検知した
場合にアラーム音を出力するスピーカと、扉センサやスピーカ等に電力を供給する電力供
給手段（例えば、乾電池）と、を備える。このようなアラーム３２を備えれば、扉部１２
が開けられたことをアラーム音で知ることができ、利便性を高めることができる。なお、
アラーム３２の設置場所は本体１２内に限定されず、例えば、本体１２の背面や側面等で
あってもよい。
【００６８】
　また、上記実施形態１～３に係るＡＥＤ収容装置の構成の一部を互いに組み合わせても
よく、例えば、ＡＥＤ収容装置管理システム２００によって、壁掛けタイプのＡＥＤ収容
装置の温度管理を行ってもよいし、自立型タイプのＡＥＤ収容装置と壁掛けタイプのＡＥ
Ｄ収容装置の両方の温度管理を行ってもよい。また、壁掛けタイプのＡＥＤ収容装置に、
地中熱を利用した保温手段を備えてもよい。
【００６９】
　また、ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材は、収容部断熱材１２ｃ，扉部断熱材１２ｄ
，および遮熱断熱窓１２ｂ１に限定されず、例えば、収容部断熱材１２ｃと扉部断熱材１
２ｄだけでＡＥＤを密閉状態にしてもよいし、他の断熱材を用いてＡＥＤを密閉状態にし
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明に係るＡＥＤ収容装置は、屋内および屋外において自動体外式除細動器（ＡＥＤ
）を収容・保管する装置として幅広く利用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１０，５０，１００　ＡＥＤ収容装置
　１２，５２　本体
　１２ａ，５２ａ　収容部
　１２ｂ，５２ｂ　扉部
　１２ｂ１，１６ａ　遮熱断熱窓
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　１２ｃ　収容部断熱材
　１２ｄ　扉部断熱材
　１４，５４　接続部
　１６，５６　正面遮熱板
　１８，５８　上面遮熱板
　２０，６０　右側面遮熱板
　２２，６２　左側面遮熱板
　３２　アラーム
　６３　背面遮熱板
　６４　スタンド
　１４０　監視装置
　１５０　専用サーバ
　１６０　保温装置
　２００　ＡＥＤ収容装置管理システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月17日(2018.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材と、
　前記断熱材を内部に収容可能な本体と、
　前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板と、
を有するＡＥＤ収容装置であって、
　前記断熱材は、前記本体と別体で構成される、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体は、箱状体の部材であり、
　前記断熱材は、前記本体の内側空間内に全体が収容される箱状体の部材である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記断熱材は、前記本体から着脱可能である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記ＡＥＤ収容装置は、電力が不要な装置である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　地中熱を利用して前記本体内を保温する保温手段を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記保温手段は、少なくとも一部が地中に埋設される筒状部材と、前記筒状部材に充填
される不凍液と、一端が前記不凍液に浸され他端が前記本体内に配置されるヒートパイプ
と、を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体と前記遮熱板とを固定する接続部を備え、
　前記接続部は、非金属製である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体内の温度を検出可能な検出手段と、
　前記検出手段が検出した温度を外部に向けて送信可能な送信手段と、を備える、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のＡＥＤ収容装置と、
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　前記ＡＥＤ収容装置と相互に通信可能なサーバと、を備え、
　前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置から送信された前記本体内の温度を受信可能である
とともに、該本体内の温度を外部に向けて送信可能に構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のＡＥＤ収容装置管理システムであって、
　前記サーバは、前記本体内の温度が或る温度範囲外になったか否かを判定し、或る温度
範囲外になった場合にアラートを外部に向けて送信可能に構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システム。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載のＡＥＤ収容装置管理システムであって、
　前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置が設置されている地域の気象情報を取得可能である
とともに、該気象情報と前記本体内の温度とに基づいて該本体内の温度が或る温度範囲外
になるか否かを予測し、該予測の結果を外部に向けて送信可能に構成されている、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明に係るＡＥＤ収容装置は、ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材と、前記断熱材を
内部に収容可能な本体と、前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱
板と、を有するＡＥＤ収容装置であって、前記断熱材は、前記本体と別体で構成される、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態に係るＡＥＤ収容装置（例えば、図１等に示すＡＥＤ
収容装置１０、図６等に示すＡＥＤ収容装置５０）は、ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱
材（例えば、図２に示す収容部断熱材１２ｃ，扉部断熱材１２ｄ，遮熱断熱窓１２ｂ１）
と、前記断熱材を内部に収容可能な本体（例えば、図２に示す本体１２）と、前記本体の
外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板（例えば、図１や図２に示す正面遮
熱板１６，上面遮熱板１８，右側面遮熱板２０，左側面遮熱板２２）と、を有するＡＥＤ
収容装置であって、前記断熱材は、前記本体と別体で構成される、ことを特徴とするＡＥ
Ｄ収容装置である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　本実施形態に係るＡＥＤ収容装置によれば、断熱材と本体と遮熱板の三重構造にするこ
とで、遮熱板から本体に伝達される熱（外気や日光による熱）の熱量と、本体から断熱材
に伝達される熱の熱量を低減することができるとともに、隣接する部材間における熱の伝
達速度を遅らせることができる。また、本体と遮熱板の間に形成される空隙（空気層）に
よって、熱気の自然対流を促すことができ、急激な温度上昇を抑えることができる上に、
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断熱材によってＡＥＤを密閉状態で収容することで、急激な温度低下や温度上昇を抑える
ことができる。なお、前記本体は、箱状体の部材であり、前記断熱材は、前記本体の内側
空間内に全体が収容される箱状体の部材であってもよい。また、前記断熱材は、前記本体
から着脱可能であってもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　また、地中熱を利用して前記本体内を保温する保温手段（例えば、図９に示す保温装置
１６０）を備えてもよい。このような構成とすれば、自然エネルギーである地中熱によっ
て装置内の温度制御を行うことができるため、電力の供給を不要とすることが可能で、設
置場所の自由度を高め、従来の装置よりも省エネルギー化を図ることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　また、前記本体内の温度を検出可能な検出手段（例えば、温度センサ）と、前記検出手
段が検出した温度を外部に向けて送信可能な送信手段（例えば、ＷｉＦｉや携帯電話回線
）と、を備えるものであってもよい。このような構成とすれば、装置とは離れた遠隔地等
において装置内の温度を把握することが可能となり、装置のメンテナンスの要否や不具合
の発生等を、事前かつ迅速に把握することができ、利便性を高めることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　また、本実施形態に係るＡＥＤ収容装置管理システム（例えば、図９に示すＡＥＤ収容
装置管理システム２００）は、このようなＡＥＤ収容装置（例えば、図９に示すＡＥＤ収
容装置１００）と、前記ＡＥＤ収容装置と相互に通信可能なサーバ（例えば、図９に示す
専用サーバ１５０）と、を備え、前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置から送信された前記
本体内の温度を受信可能であるとともに、該本体内の温度を外部に向けて送信可能に構成
されている、ことを特徴とするＡＥＤ収容装置管理システムである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　また、前記サーバは、前記本体内の温度が或る温度範囲外になったか否かを判定し、或
る温度範囲外になった場合にアラートを外部に向けて送信可能に構成されていてもよい。
このような構成とすれば、本体内の温度上昇や温度低下に対して迅速に適切な対応を行う
ことができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５



(18) JP 2019-92996 A 2019.6.20

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　また、前記サーバは、前記ＡＥＤ収容装置が設置されている地域の気象情報を取得可能
であるとともに、該気象情報と前記本体内の温度に基づいて該本体内の温度が或る温度範
囲外になるか否かを予測し、該予測の結果を外部に向けて送信可能に構成されていてもよ
い。このような構成とすれば、本体内の温度上昇や温度低下に対して事前に対策を行うこ
とができ、装置の不具合等の発生を未然に防止することができる。

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月28日(2018.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材と、
　前記断熱材を内部に収容可能な本体と、
　前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板と、
を有するＡＥＤ収容装置であって、
　前記断熱材は、前記本体と別体で構成され、
　前記本体は、箱状の収容部と、該収容部の開口部に開閉自在に設けられる扉部と、を有
し、
　前記本体の前記扉部は、前記ＡＥＤを外部から視認可能とする第一の窓を有し、
　前記第一の窓の前方には、前記ＡＥＤを外部から視認可能とする第二の窓が配置されて
おり、
　前記第一の窓と前記第二の窓は、断熱部材からなるとともに、前記本体の前後方向にお
いて二重構造となっており、
　前記断熱材は、前記本体の前記収容部の内側空間に配置される箱状の収容部断熱材と、
前記本体の前記扉部の背面に配置される板状の扉部断熱材と、を有し、
　前記扉部断熱材における前記第一の窓に対応する箇所には、前記ＡＥＤを外部から視認
可能とするための開口部が形成され、
　前記ＡＥＤは、前記収容部断熱材と前記扉部断熱材と前記第一の窓によって密閉状態で
収容される、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記一または複数の遮蔽板には、前記本体の前記扉部の外側に空隙を空けて配置される
正面遮熱板が含まれ、
　前記第一の窓は、前記本体の前記扉部の一部に配置され、
　前記第二の窓は、前記正面遮熱板の後方に配置され、
　前記第一の窓と前記第二の窓は、前記本体の前記扉部と前記正面遮熱板よりも近接して
配置される、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記第二の窓は、前記第一の窓よりも大きい、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記本体の前記扉部の開閉を検知可能な扉センサと、
　前記扉センサが前記本体の前記扉部の開放を検知した場合にアラーム音を出力するスピ
ーカと、
　前記扉センサおよび前記スピーカに電力を供給する電力供給手段と、を有するアラーム
を備え、
　前記アラームは、前記ＡＥＤとともに、前記収容部断熱材と前記扉部断熱材と前記第一
の窓によって密閉状態で収容される、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のＡＥＤ収容装置であって、
　前記ＡＥＤ収容装置は、電力が不要な装置である、
ことを特徴とするＡＥＤ収容装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明に係るＡＥＤ収容装置は、ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱材と、前記断熱材を
内部に収容可能な本体と、前記本体の外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱
板と、を有するＡＥＤ収容装置であって、前記断熱材は、前記本体と別体で構成され、前
記本体は、箱状の収容部と、該収容部の開口部に開閉自在に設けられる扉部と、を有し、
前記本体の前記扉部は、前記ＡＥＤを外部から視認可能とする第一の窓を有し、前記第一
の窓の前方には、前記ＡＥＤを外部から視認可能とする第二の窓が配置されており、前記
第一の窓と前記第二の窓は、断熱部材からなるとともに、前記本体の前後方向において二
重構造となっており、前記断熱材は、前記本体の前記収容部の内側空間に配置される箱状
の収容部断熱材と、前記本体の前記扉部の背面に配置される板状の扉部断熱材と、を有し
、前記扉部断熱材における前記第一の窓に対応する箇所には、前記ＡＥＤを外部から視認
可能とするための開口部が形成され、前記ＡＥＤは、前記収容部断熱材と前記扉部断熱材
と前記第一の窓によって密閉状態で収容される、ことを特徴とするＡＥＤ収容装置である
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態に係るＡＥＤ収容装置（例えば、図１等に示すＡＥＤ
収容装置１０、図６等に示すＡＥＤ収容装置５０）は、ＡＥＤを密閉状態で収容する断熱
材（例えば、図２に示す収容部断熱材１２ｃ，扉部断熱材１２ｄ，遮熱断熱窓１２ｂ１）
と、前記断熱材を内部に収容可能な本体（例えば、図２に示す本体１２）と、前記本体の
外側に空隙を空けて配置される一または複数の遮熱板（例えば、図１や図２に示す正面遮
熱板１６，上面遮熱板１８，右側面遮熱板２０，左側面遮熱板２２）と、を有するＡＥＤ
収容装置であって、前記断熱材は、前記本体と別体で構成され、前記本体は、箱状の収容
部（例えば、図２に示す収容部１２ａ）と、該収容部の開口部に開閉自在に設けられる扉
部（例えば、図２に示す扉１２ｂ）と、を有し、前記本体の前記扉部は、前記ＡＥＤを外
部から視認可能とする第一の窓（例えば、図２に示す遮熱断熱窓１２ｂ１）を有し、前記
第一の窓の前方には、前記ＡＥＤを外部から視認可能とする第二の窓（例えば、図４に示
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す遮熱断熱窓１６ａ）が配置されており、前記第一の窓と前記第二の窓は、断熱部材から
なるとともに、前記本体の前後方向において二重構造となっており、前記断熱材は、前記
本体の前記収容部の内側空間に配置される箱状の収容部断熱材（例えば、図２に示す収容
部断熱材１２ｃ）と、前記本体の前記扉部の背面に配置される板状の扉部断熱材（例えば
、図２に示す扉部断熱材１２ｄ）と、を有し、前記扉部断熱材における前記第一の窓に対
応する箇所には、前記ＡＥＤを外部から視認可能とするための開口部が形成され、前記Ａ
ＥＤは、前記収容部断熱材と前記扉部断熱材と前記第一の窓によって密閉状態で収容され
る、ことを特徴とするＡＥＤ収容装置である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　なお、前記一または複数の遮蔽板には、前記本体の前記扉部の外側に空隙を空けて配置
される正面遮熱板（例えば、図１や図２に示す正面遮熱板１６）が含まれ、前記第一の窓
は、前記本体の前記扉部の一部に配置され、前記第二の窓は、前記正面遮熱板の後方に配
置され、前記第一の窓と前記第二の窓は、前記本体の前記扉部と前記正面遮熱板よりも近
接して配置されるものであってもよい。また、前記第二の窓は、前記第一の窓よりも大き
くてもよい。また、前記本体の前記扉部の開閉を検知可能な扉センサと、前記扉センサが
前記本体の前記扉部の開放を検知した場合にアラーム音を出力するスピーカと、前記扉セ
ンサおよび前記スピーカに電力を供給する電力供給手段と、を有するアラームを備え、前
記アラームは、前記ＡＥＤとともに、前記断熱材の内部に密閉状態で収容されるものであ
ってもよい。また、前記ＡＥＤ収容装置は、電力が不要な装置であってもよい。このよう
な構成とすれば、設置場所の自由度を高め、従来よりもコストの低減を図ることができる
。
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